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表紙* 電子提供措置用*

第19 回 定 時 株 主 総 会
招 集 ご 通 知

　

本招集通知は、PC・スマート
フォンでも主要なコンテンツ
をご覧いただけます。
https://p.sokai.jp/9419/

株式会社ワイヤレスゲート　証券コード：9419

日   時 2023年３月28日（火曜日）午前10時
（受付開始：午前９時）

場   所 東京都港区新橋一丁目２番６号
第一ホテル東京 ４階「プリマヴェーラⅡ」

第１号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)
３名選任の件

第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
第３号議案 会計監査人選任の件
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ごあいさつ

ごあいさつ
　株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御
礼申し上げます。

　当社はおかげさまで2023年1月に創業20周年を迎
え、新たな一歩を踏み出すにあたり「パーパス」と「ビ
ジョン」を制定しました。
　将来予測が困難になる中、今後も社会に必要とされる
ため、社会に、そして未来に、あらゆる人々に、「あっ
て良かった」を届け、「あって良かった」と思われる企
業を目指します。

　社会インフラとして必要不可欠な「ワイヤレス・ブロ
ードバンドサービス」を基点としたサービス、ソリュー
ション提供による新たな付加価値創造の実現を目指し、
全社一丸となって企業価値向上に努めてまいります。

　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援
を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長CEO　濵 暢宏

パーパス
Purpose

　

イマジネーションとつなげる力で
社会に、そして未来に「あって良かった」を届ける
社会に、そして未来に、あらゆる人々に、「あって良かった」を届ける。
わたしたちは、誰かと誰かを、何かと何かを、いつでもどこでもつなげる通信サービスを届けています。

ビジョン
Vision

　

社員に感動を
社会に笑顔を
社会に笑顔を。そのために努力や挑戦を重ねてきた社員はさらに感動の笑顔に。
当社は、社員の感動と社会の笑顔が循環する未来を目指します。

企業理念

　
－ 1 －
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招集ご通知

株　主　各　位

証券コード　9419
2023年３月６日

東京都品川区東品川二丁目２番20号
株式会社ワイヤレスゲート
代表取締役社長CEO 濵　　　 暢  宏

　【当社ウェブサイト】
　https://www.wirelessgate.co.jp/

　【株主総会資料 掲載ウェブサイト】
　https://d.sokai.jp/9419/teiji/

　【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第19回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第19回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげま
す。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）
について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載してお
りますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申しあ
げます。

上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ情報」「ＩＲライブラリー」「株
主総会・株主通信」を順に選択いただき、ご確認ください。

　上記の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ワイヤ
レスゲート」又は「コード」に当社証券コード「9419」を入力・検索し、「基本情報」「縦
覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」
欄よりご確認ください。

－ 2 －
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招集ご通知

　なお、当日のご出席にかえて、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますよ
うお願い申しあげます。

［書面の郵送による議決権行使の場合］
　本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただ
き、2023年３月27日（月曜日）午後５時30分までに到着するようご返送ください。

［インターネット等による議決権行使の場合］
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）において、賛否をご入力
のうえ、2023年３月27日（月曜日）午後５時30分までに議決権をご行使ください。

敬　具

－ 3 －
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招集ご通知

■1 日　　時 2023年３月28日（火曜日）午前10時　（受付開始：午前９時）

■2 場　　所 東京都港区新橋一丁目２番６号
第一ホテル東京４階「プリマヴェーラⅡ」
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのな

いようご注意ください。）

■3 目的事項 報告事項 1．第19期（2022年１月１日から2022年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会
の連結計算書類監査結果報告の件

2．第19期（2022年１月１日から2022年12月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名
選任の件

第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
第３号議案 会計監査人選任の件

■4 議決権行使につい
てのご案内 ５頁に記載の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。

　● 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげま
す。

　● 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛
成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

　● 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株主総会にご出席いた
だけます。委任状を議決権行使書用紙とともに会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

　● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び
修正後の事項を掲載いたします。

　● 書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書
面は、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。

　① 事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」、「会社の支配に関する基本方
針」

　② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
　③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
　したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、

監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

記

以　上

－ 4 －
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネット等で議決権
を行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、ご返送く
ださい。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2023年３月28日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

2023年３月27日（月曜日）
午後５時30分到着分まで

2023年３月27日（月曜日）
午後５時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
◦ 一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

第２・３号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本

※議決権行使書用紙はイメージです。
書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお
取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお
取り扱いいたします。

－ 5 －
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議決権行使についてのご案内

QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本
見 本

議決権行使コードおよびパス 
ワードを入力することなく議決権 
行使ウェブサイトにログイン 
することができます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・ 

「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使ウェブサイト https://www.web54.net
議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。
2

・「議決権行使コード」を入力
・「ログイン」をクリック

議決権行使ウェブサイトに
アクセスしてください。

1 議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

・「パスワード」を入力
・実際にご使用になる新しい
　パスワードを設定してください
・「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

・「次へすすむ」を
　クリック

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９：00～21：00）

インターネット等による議決権行使のご案内

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

－ 6 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

候補者番号 氏　名 当社における地位及び担当

1 は ま

濵
 

 
 

　
 

 
の ぶ

暢
 

 
ひ ろ

宏 代表取締役社長CEO 再 任
　

2 は ら

原
 

 
だ

田
 

 
 

　
 

 
みのる

実 取締役CFO兼CAO 再 任
　

3 な り

成
 

 
た

田
 

 
 

　
 

 
とおる

徹
取締役執行役員
営業本部長兼

新規事業本部長
再 任

　

再 任 再任取締役候補者

株主総会参考書類

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名の選任をお願いするものであります。なお、監
査等委員会は当事業年度における職務執行状況を評価したうえで全ての候補者が当社の取締役として適任である
と判断しております。
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

－ 7 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

候補者番号

1 は ま

濵
 

 
 

　
 

 
の ぶ

暢
 

 
ひ ろ

宏（1976年１月６日生）

所有する当社の株式数…………………………－株
在任年数…………………………………………２年
取締役会出席状況 ………………………14/14回

　
再 任

　     1998年    4 月 シャープ株式会社　入社
    2014年    1 月 日本交通株式会社　総務財務部長
    2016年    9 月 JapanTaxi株式会社（現 株式会社Mobility 

Technologies）取締役COO
    2017年    9 月 日本交通株式会社　経営企画部長
    2018年    4 月 大国自動車交通株式会社　代表取締役社長

    2019年    4 月 株式会社フォーキャスト（現　株式会社ヨーク）
経営企画GM 兼 経営サポート部GM

    2019年    12月 同 経営管理本部SGM 兼 経営企画部GM
    2020年    6 月 当社　執行役員　新規事業本部長
    2021年    3 月 当社　代表取締役社長CEO（現任）
    2021年    11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ　

取締役

取締役候補者とした理由
濵暢宏氏は、上場会社等において様々なサービス開発や新規事業創出を行うとともに複数の事業会社にて事業運営お
よび企業経営者としての豊富な経験と知見を活かし、当社グループへの変革をもたらし持続可能な成長サイクルを生
み出していただけると判断したことから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

［略歴、当社における地位及び担当］

［重要な兼職の状況］
ー

　

候補者番号

2 は ら

原
 

 
だ

田
 

 
 

　
 

 
み の る

実（1965年７月19日生）

所有する当社の株式数 ………………214,169株
在任年数（通算） ……………………………18年
取締役会出席状況 ………………………14/14回

　
再 任

　     1990年    4 月 マニュファクチュラース・ハノーバー銀行
（現 JPモルガン・チェース銀行）入行

    1997年    1 月 株式会社NEC総研（現 NECマネジメント
パートナー株式会社）入社

    1998年    10月 ライコスジャパン株式会社（現 楽天グループ
株式会社）入社

    1999年    11月 株式会社ライブドア（現 ＮＨＮテコラス
株式会社）入社

    2000年    6 月 株式会社シープロド入社　専務取締役COO
    2004年    1 月 株式会社トリプレットゲート（現 当社）

設立　取締役

    2010年    12月 株式会社トリプレットゲート（現 当社）　取締役
COOセールス・マーケティンググループ長

    2012年    11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ　
代表取締役

    2014年    3 月 当社　取締役COO退任
    2015年    3 月 当社　取締役CAO
    2016年    3 月 フォン・ジャパン株式会社　社外取締役
    2016年    9 月 株式会社LTE-X（現 株式会社closip）監査役
    2018年    3 月 株式会社LTE-X（現 株式会社closip）取締役
    2018年    10月 当社　取締役CFO兼CAO
    2020年    3 月 当社　取締役CAO

2022年 3 月 当社　取締役CFO兼CAO（現任）

取締役候補者とした理由
原田実氏は、2004年１月の当社設立時より、共同創業者として当社グループの経営に参画し、当社グループが展開する無線通
信事業の飛躍的な成長に寄与してまいりました。同氏の経営実績、事業における高い知見及び能力は、今後も当社グループの企
業価値向上と持続的な成長に必要であると判断したことから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

［略歴、当社における地位及び担当］

［重要な兼職の状況］
ー

　
－ 8 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

候補者番号

3 な り

成
 

 
た

田
 

 
 

　
 

 
と お る

徹（1975年１月30日生）

所有する当社の株式数……………………8,000株
在任年数…………………………………………３年
取締役会出席状況 ………………………14/14回

　
再 任

　     1998年    4 月 DDIポケット株式会社（現 ソフトバンク
株式会社）入社

    2010年    10月 株式会社トリプレットゲート（現 当社）
入社

    2012年    11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ　
取締役

    2014年    10月 当社　営業本部長
    2015年    3 月 当社　執行役員営業本部長
    2020年    3 月 当社　取締役執行役員営業本部長

2022年    3 月 当社　取締役執行役員営業本部長兼新規事
業本部長（現任）

取締役候補者とした理由
成田徹氏は、2010年10月に当社へ入社して以来、13年にわたり営業を牽引し、当社グループが展開する無線通信事業の飛躍的
な成長に寄与してまいりました。同氏の営業実績、通信事業における高い知見及びリーダーシップは、今後も当社グループの企
業価値向上と持続的な成長に必要であると判断したことから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

［略歴、当社における地位及び担当］

［重要な兼職の状況］
ー

　

(注) １.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２.「所有する当社の株式数」については、2022年12月31日現在の所有株式数を記載しております。
３.当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、被保

険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けるこ
とによって生ずることのある損害が填補されます。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該
保険契約の被保険者となり、2023年５月に当該保険契約を更新する予定です。

　　 ４.連結子会社であった株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボは、2023年１月１日を効力発生日と
して当社に吸収合併いたしました。

－ 9 －
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監査等委員である取締役１名選任の件

第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

え

江
 

 
ぐ ち

口
 

　
ま

真
 

 
り

理
 

 
え

恵（1985年９月28日生）

（現姓：
さか

坂
ぐち

口）

所有する当社の株式数…………………………－株
在任年数…………………………………………２年
取締役会出席状況 ………………………14/14回
監査等委員会出席状況 …………………13/13回

　

再 任
　     2011年    12月 弁護士登録

    2012年    1 月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所
    2014年    7 月 祝田法律事務所 入所（現任）

2021年 3 月 当社　社外取締役就任[監査等委員]（現任）
2022年11月 株式会社サイゼリヤ　社外取締役[監査等委員]

（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
江口真理恵氏は、企業法務に精通した弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から意見を述
べるなど、社外取締役としての職責を十分に果たしております。同氏は特にコーポレート・ガバナンスに関する知見
および経験を有しており、当社の経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見をいただくことにより、経営
の透明性と健全性の維持・向上への寄与を期待し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、会社経営に直
接関与した経験はありませんが、上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断して
おります。

［略歴、当社における地位及び担当］

［重要な兼職の状況］
祝田法律事務所　弁護士、株式会社サイゼリヤ　社外取締役（監査等委員）

　監査等委員である江口真理恵氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委
員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

(注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 江口真理恵氏は、社外取締役候補者であります。
3. 江口真理恵氏の戸籍上の氏名は、坂口真理恵であります。
4. 当社は、候補者との間で会社法第427条第１項の規定に基づき同法第423条第１項の責任を限定する

契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定め
る額であり、候補者の再任が承認された場合は、候補者との当該契約を継続する予定であります。

5. 当社は、江口真理恵氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出て
おります。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

6. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、被保
険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けるこ
とによって生ずることのある損害が填補されます。なお、候補者が取締役に就任した場合は、当該保
険契約の被保険者となり、2023年５月に当該保険契約を更新する予定です。

－ 10 －
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（ご参考）取締役の主なスキル・経験等

ご参考 取締役の主なスキル・経験等

氏名 会社における地位
主なスキル・経験等

企業経営 業界経験 営業・
マーケティング テクノロジー 財務・会計 内部統制・

 ガバナンス 法律

濵　暢宏 代表取締役社長CEO 〇 〇 〇 〇

原田　実 取締役CFO兼CAO 〇 〇 〇

成田　徹
取締役執行役員
営業本部長兼
新規事業本部長

〇 〇

西　康宏 社外取締役
（監査等委員） 〇 〇

渡邊　龍男 社外取締役
（監査等委員） 〇 〇

江口　真理恵 社外取締役
（監査等委員） 〇 〇

社外取締役比率

50.0%
（3名／6名）

女性取締役比率

16.6%
（1名／6名）

取締役会の各種構成比率

－ 11 －
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会計監査人選任の件

第３号議案 会計監査人選任の件

名称 普賢監査法人

主たる事務所の所在地 東京都千代田区神田錦町一丁目23番地

沿革 2008年3月設立

概要
統括代表社員　荒木 正博
代表社員・社員数　６名
監査関与会社数　18社

　当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、本総会の終結の時をもって、任期満了により退任
となりますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案は監査等委員会の決定に基づき付議しております。
　また、監査等委員会が普賢監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、会計監査人に必要とされる専門
性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であ
ると判断したものであります。
　会計監査人候補者並びにその主たる事務所の所在地及び沿革等は、次のとおりであります。

（2022年12月31日現在）

以　上

－ 12 －
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（ご参考）事業報告サマリー

ご参考 事業報告サマリー

決算の
ポイント

　

3年振りの最終利益黒字化。減収にはなったものの営業利益は191,275千円となり、6年振り
に増益基調に転換しました。売上総利益率は継続的なコスト削減等の施策によって上昇しま
した。

業績の詳細等については、当社IRページをご覧ください。 https://www.wirelessgate.co.jp/ir/

売上高

8,531,068千円

第19期第18期

8,531,068
9,776,033

第19期第18期

50.0

37.5

売上総利益率

50.0%

営業利益

191,275千円

第19期第18期

191,275

△283,909
第19期第18期

2.2

△2.9

営業利益率

2.2%

－ 13 －
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当事業年度の事業の状況

1 企業集団の現況

売上高 8,531,068千円 前期比 1,244,964千円減（12.7％減）
営業利益 191,275千円 前期比 475,184千円増（前期は営業損失283,909千円）
経常利益 1,996千円 前期比 339,673千円増（前期は経常損失337,677千円）

事業報告（2022年1月1日から2022年12月31日まで）

(1) 当事業年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果

親会社株主に帰属する当期純利益　26,218千円　前期比  414,761千円増
（前期は親会社株主に帰属する当期純損失388,543千円）

　当連結会計年度(2022年１月１日～2022年12月31日)におけるわが国経済は、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止対策の効果もあり、経済社会活動の正常化及び訪日外国人の入
国緩和が進んでおります。一方で、ロシア・ウクライナ情勢の長期化及び円安の進行、資
源・エネルギー価格の高騰によって、先行きは不透明な状態が続いております。
　このような中、当社では前連結会計年度から取り組みを強化した「原価改善」及び「プ
ロダクトミックス」による収益基盤強化を継続する一方で、成長戦略でも掲げております
「販路拡大」に向けた販売代理店様との提携強化に取り組みました。この結果、前連結会
計年度以前から減少傾向にありました当社の主力事業であるWiMAXの契約数は、当連結
会計年度において７年振りに純増となりました。また、「ワイヤレスゲートWi-Fi＋スマ
ホ保険付き／PC保険付き」、「ウイルスバスター」、「ピカプロDX」等の周辺サービス
の契約（販売）数は引き続き増加傾向にあり、WiMAXとの相乗効果を生み出すべく、本
の要約サービス「flier」等の新サービス開拓、既存代理店様等との協業深化及び販路拡大
を実現することで、成長戦略達成に向けて取り組んでまいりました。
　売上高につきましては、提携代理店数は30社へ拡大し、WiMAXの契約数は通期で純増
したものの、下期に拡大基調が強まったことで当連結会計年度における効果が限定的とな
りました。また、当社は収益認識基準の適用により、一部取引においては売上高から顧客
に支払われる対価（契約獲得に応じて支払う販売手数料）を取引価格から減額しておりま
す。期初の想定より当該取引比重が高まったことや競合他社の動向により販売手数料が増
加したため、期初予想の94.7％となりました。
　営業損益につきましては、売上高未達の影響はあったものの、固定費の削減及び基幹シ
ステムのベンダー変更等による原価改善、採用計画の見直し等による販管費の抑制を行い
ました。その結果、期初予想の95.5％ではありますが、営業利益191,275千円となり６
年振りの増益を達成しました。

－ 14 －
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当事業年度の事業の状況

第18期
（2021年12月期）

第19期
（2022年12月期） 前連結会計年度比

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 増減率
売上高 9,776,033 8,531,068 1,244,964減 12.7％減
営業利益又は営業損失（△） △283,909 191,275 475,184増 －
経常利益又は経常損失（△） △337,677 1,996 339,673増 －
親会社株主に帰属する当期純利益又は純損失（△） △388,543 26,218 414,761増 －

　経常損益につきましては、主に持分法適用の関連会社である株式会社closipに関する持
分法による投資損失186,209千円、特別損益につきましては、主に投資有価証券売却益
21,293千円、投資有価証券評価損10,035千円を計上しておりますが、黒字を確保するこ
とができました。
　以上の結果、当連結会計年度の売上高は、8,531,068千円(前期比12.7％減)、営業利益
191,275千円(前期は営業損失283,909千円)、経常利益1,996千円(前期は経常損失
337,677千円)、親会社株主に帰属する当期純利益26,218千円(前期は親会社株主に帰属
する当期純損失388,543千円)となりました。

　当社グループは、ワイヤレス・ブロードバンド関連事業の単一セグメントであります
が、売上高につきましては区分して記載しており、それぞれの事業ごとの取組みは次のと
おりであります。

（ワイヤレス・リモートサービス事業）
　当連結会計年度におけるワイヤレス・リモートサービス事業の売上高は8,531,068千
円（前期比11.6％減）となりました。

・ワイヤレスゲートWi－Fiサービス
　当連結会計年度におけるワイヤレスゲートWi－Fiサービスの売上高は8,528,897
千円（前期比11.6％減）となりました。
　ワイヤレスゲートWi－Fiサービスの売上高の約８割を占めるWiMAXについては、
市場の飽和及びコロナ禍の長期化によって厳しい状況が続いておりましたが、ホーム
ルーター需要の拡大、通信量の制限解除等が追い風となっております。当社ではモバ
イルルーター及びホームルーター需要獲得を目指し、全国各地の販売代理店様との提
携強化を進めております。この結果、前連結会計年度以前から減少傾向にありました
当社の主力事業であるWiMAXの契約数は、当連結会計年度において７年振りの純増
となりました。
　さらに「ワイヤレスゲートWi-Fi＋スマホ保険付き／PC保険付き」、「ウイルスバ
スター」、「ピカプロDX」等の周辺サービスの販売は好調であり、今後も新商品開
拓に取り組んでまいります。

－ 15 －
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当事業年度の事業の状況

・リモートライフサポートサービス
　当連結会計年度におけるリモートライフサポートサービスの売上高は2,170千円
（前期比22.2％増）となりました。
　成長戦略に掲げております「販売代理店DXシステム」の事業を進めております。
販売代理店様の業務を網羅的に支援することを通じて、当社と販売代理店様との持続
的な協業関係を構築していきます。それによって当社の販売力が強化されると共に、
新たなコンテンツ開発・調達の強化に取り組んでまいります。当連結会計年度におき
ましては、「販売代理店DXシステム」を２社へ提供（一部機能）しました。

（LTE-X事業）
　当該事業は、前第２四半期連結会計期間末まで当社の連結子会社であった株式会社
closipが営んでいた事業であるため、当連結会計年度において売上高はありません。

②　設備投資の状況
　該当事項はありません。

③　資金調達の状況
　該当事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　特記すべき事項はありません。
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財産及び損益の状況

区　　　　　　分 第16期
（2019年12月期）

第17期
（2020年12月期）

第18期
（2021年12月期）

第19期
（当連結会計年度）
（2022年12月期）

売上高 （千円） 11,329,855 10,745,349 9,776,033 8,531,068
経常利益又は経常損失（△） （千円） 67,147 61,721 △337,677 1,996
親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△）（千円） 110,709 △139,186 △388,543 26,218

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△） （円） 10.51 △13.07 △36.22 2.44

総資産 （千円） 4,295,534 3,752,365 3,036,977 2,939,623
純資産 （千円） 1,205,650 802,334 892,655 924,064
１株当たり純資産額 （円） 101.53 74.15 80.57 83.02

区　　　　　　分 第16期
（2019年12月期）

第17期
（2020年12月期）

第18期
（2021年12月期）

第19期
（当事業年度）
（2022年12月期）

売上高 （千円） 11,146,317 10,592,911 9,650,521 8,531,068
経常利益又は経常損失（△） （千円） 149,458 186,550 △218,831 188,236
当期純利益又は当期純損失（△） （千円） 152,083 △341,165 △308,099 195,958
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△） （円） 14.44 △32.03 △28.72 18.27

総資産 （千円） 4,123,872 3,596,867 2,715,296 2,787,503
純資産 （千円） 1,174,941 857,639 570,974 772,123
１株当たり純資産額 （円） 109.68 79.31 50.58 68.85

(２) 財産及び損益の状況
①  企業集団の財産及び損益の状況

(注)１．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、自己株式を控除した期中平均発行済株式
総数により、１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しておりま
す。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当連結会計年度の
期首から適用しており、2022年12月期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数
値となっております。

②  当社の財産及び損益の状況

(注)１．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、自己株式を控除した期中平均発行済株式
総数により、１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しておりま
す。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当事業年度の期首
から適用しており、2022年12月期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値と
なっております。
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容

会社名 資本金 出資比率 主要な事業内容

株式会社ワイヤレス
マーケティング・ラボ 50,000千円 100.0％ マーケティング支援

(３) 重要な親会社及び子会社の状況（2022年12月31日現在）
①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

(注) 当社は2023年１月１日付で、当社を吸収合併存続会社、株式会社ワイヤレスマーケティング・ラ
ボを吸収合併消滅会社とする吸収合併を実施しております。

③　特定完全子会社に関する事項
　該当事項はありません。

(４) 対処すべき課題
　当社のパーパスである『イマジネーションとつなげる力で社会に、そして未来に「あっ
て良かった」を届ける』を実現するために、以下の事項を主要な課題として認識し、事業
展開を図る方針であります。

①　安定収益事業の拡充について
　当社グループのビジネス領域であるワイヤレス・ブロードバンド市場は、厳しい競争
環境が継続しております。一方で、通信インフラや通信端末の更なる成熟により、通信
サービス周辺でのビジネス機会が拡大しており、外部環境に適切に対応すべく主力事業
であるWiMAX等を実店舗だけではなく、自社EC（電子商取引）サイト等での販売を行
っております。また、通信販売代理店様との協業を深め、全国的に販売網を構築してい
くことで利益の拡大に取り組んでまいります。

②　新規事業の創設について
　当社グループが持つ通信インフラや販路、顧客基盤を活用した新しい価値を創造する
ことを目標として、リモートライフサポート事業（教育、娯楽、安心を提供する商品開
発と販売強化）、地方DXプラットフォーム事業（地方自治体の行政業務のDX化を支援
することで職員の効率化と住民の利便性向上を実現するサービス）について体制の構築
を進め、地域の通信サービス等の需要獲得を目指していきます。
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容

③　有能な人材の獲得、育成
　当社グループ事業の継続的な発展を実現するためには、有能な人材の獲得及び育成が
重要であると考えております。そのために、事業構造や事業展開等を勘案したうえで必
要な人材を適時採用する他、教育研修制度の拡充、外部ノウハウの活用などにも積極的
に取り組んでまいります。

④　内部管理体制の強化について
　当社グループ事業の継続的な発展を実現させるためには、コーポレート・ガバナンス
機能の強化は必須であり、機能分離による経営体制の健全化を図るため、取締役会、監
査等委員会、指名・報酬委員会、及び独立的な内部監査室を設置しております。
　コーポレート・ガバナンスに関しては、内部監査による定期的なモニタリングの実施
と監査等委員や監査法人との連携を図ることにより適切に運用しております。また、内
部通報制度を導入しコンプライアンスの強化に努めております。
　ステークホルダーに対して経営の適切性や健全性を確保し、全社的に効率化された組
織体制の構築に向けて更に内部管理体制の強化に取り組んでまいります。

(５) 主要な事業内容（2022年12月31日現在）
　当社グループは、ワイヤレス・ブロードバンド関連事業を展開しております。
　その主な内容は次のとおりであります。

（ワイヤレス・リモートサービス事業）
①　ワイヤレスゲートWi－Fiサービス

　複数の公衆無線LAN事業者（注１）のWi-Fiスポット及び複数の通信事業者の通信網
を用い、お客様ニーズに応じた（無線）通信サービスと、通信サービスの価値を高める
周辺サービスを提供する事業となります。

(注１) 公衆無線LANとは、鉄道駅や空港、ホテル、カフェなどの商業施設にて、無線LAN
を利用した高速インターネット接続を提供するサービスであり、公衆無線LAN事業
者とは、当該サービスを提供する事業者のことです。

イ．ワイヤレスゲートWiMAX＋５G
　高速モバイルインターネット「WiMAX２＋」に加えて、高速モバイルワイドエリ
ア「au ４G LTE」、高速で幅広いエリアに対応した「au ５G 回線」をご利用いただ
けます。
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容

ロ．ワイヤレスゲートWi-Fi WiMAX２＋
 全国約40,000ヵ所で利用できる「ワイヤレスゲートWi-Fi」サービスと高速モバイ
ルインターネット「WiMAX２＋」、圧倒的な高速通信エリアを併用していただくこ
とが可能です。

ハ．ワイヤレスゲートWi-Fi
　駅、空港、ファストフード、カフェ、商業施設など全国約40,000ヵ所の主要エリ
アにおいてWi-Fiを利用し、高速インターネットサービスをご利用いただけます。

ニ．ワイヤレスゲートWi-Fi＋スマホ保険付き／PC保険付き
　全国約40,000ヵ所で利用できる「ワイヤレスゲートWi-Fi」にスマホ保険／パソコ
ン保険が付帯しており、故障や破損などで修理・交換にかかった費用をお見舞金とし
てお支払いします。

ホ．ワイヤレスゲートレンタルWi-Fi
　リモートワークや外出先でのお仕事時に１日単位から借りられて、延長もできるた
め自分の都合に合わせて利用ができます。最短、即日、全国どこでも発送し、到着後
すぐにご利用いただけます。

ヘ．主な周辺サービス
・抗菌ガラスコート　ピカプロDX
　スマホやタブレット等に塗るだけで誰でも簡単に施工できる、硬度９H特殊ガラス
コーティングです。光沢はもちろん、施工面を保護し、菌を寄せ付けず、キレイがず
っと続きます。ピカプロDXはSIAA（※）マークを取得しています。
※SIAA（抗菌製品技術協議会）とは、適正で安心できる抗菌・防カビ加工製品の普

及を目的とし、抗菌試験機関、関連機関が集まった団体です。
・ウイルスバスタークラウド月額版
　スマホにもタブレットにも安心と信頼のセキュリティ対策として、Web脅威対策
機能、Web脅威対策の強化、Wi-Fiの安全性チェック、Webサイトに表示される広
告ブロック機能など様々な悪意から守ります。
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容

②　リモートライフサポートサービス
　当社の通信サービスと、協業パートナーの製品、サービスを組み合わせることで、法
人事業者様の抱えるリモートライフ、リモートワーク、リモートサービス等に関する課
題を解決するソリューションを開発・提供する事業となります。

イ．多拠点通信一元管理ソリューション
　通信サービス（ルーター等）とアクセスポイントとクラウドサービスを通じて複数
拠点の通信状況（機器の稼働状況や電波の強さ等）を、一元的に可視化し、一括管理
（SSIDやパスワードの変更、通信サービスのON/OFF設定）をすることができるソ
リューションです。個室型テレワークブースや遠隔監視サービスを提供する事業者様
に適しております。

ロ．施設内通信スマホ化ソリューション
　施設内の業務連絡等で利用されているPHSをスマホに置き換えるソリューションで
す。PHSと同じ周波数帯のsXGPを活用しているので医療機器等への影響は限定的で
あり、LTE対応しているため高いセキュリティを実現します。スマホアプリ等を活用
することで業務改善やDXを推進することができます。医療機関様や介護施設様や障
がい者施設様などに適しております。

ハ．通信回線集約ソリューション
　光回線などが利用できない屋外や遠隔地においても、複数の携帯電話等の回線をク
ラウド上で束ねることで、安定した通信品質でデータ配信を実現するソリューション
です。エンターテインメントやカンファレンス等を企画実行する事業者様、自治体様
などに適しております。
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主要な営業所、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

(６) 主要な営業所（2022年12月31日現在）
①　当社

本社：東京都品川区

②　子会社
株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ　本社：東京都品川区

使用人数 前連結会計年度末比増減

25（ 1 ）名 1名減（ー）

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

25（ 1 ）名 1名減（ー） 39.2歳 4.2年

(７) 使用人の状況（2022年12月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

(注) 使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数（契約社員、パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員
を含む）は、年間の平均人数を計算し（　）内に外数で記載しております。

②　当社の使用人の状況

(注) 使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数（契約社員、パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員
を含む）は、年間の平均人数を計算し（　）内に外数で記載しております。

借入先 借入残高

株式会社りそな銀行 591,634千円

(８) 主要な借入先の状況（2022年12月31日現在）

(９) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　当社は2023年１月１日付で、当社を吸収合併存続会社、株式会社ワイヤレスマーケテ
ィング・ラボを吸収合併消滅会社とする吸収合併を実施しております。
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株式の状況

2 会社の現況

株主名 持株数 持株比率
株式会社ヨドバシカメラ 1,416,400株 13.2％

池田武弘 819,969株 7.6％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 730,400株 6.8％

藤沢昭和 400,000株 3.7％

原田　実 214,169株 2.0％

小幡正行 196,400株 1.8％

日本生命保険相互会社 180,000株 1.7％

株式会社WRIソリューション 138,900株 1.3％

楽天証券株式会社 130,300株 1.2％

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 108,900株 1.0％

(1) 株式の状況（2022年12月31日現在）

① 発行可能株式総数 28,800,000株
② 発行済株式の総数 10,779,774株
③ 株主数 6,538名
④ 大株主

(注) 持株比率は自己株式（53,000株）を控除して計算しております。
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新株予約権等の状況

第11回新株予約権

発行決議日 2021年２月25日

新株予約権の数 1,325個

新株予約権の目的となる株式の
種類と数

普通株式　　　132,500株
(新株予約権１個につき100株)

新株予約権の払込金額

本新株予約権１個あたりの払込金額は、割当日においてブラック・ショ
ールズ・モデルにより算出される本新株予約権の公正な評価額と同額と
する。なお、本新株予約権の割当てを受ける者が会社に対して有する本
新株予約権の払込金額の総額に相当する金額の報酬債権と、新株予約権
の払込金額の払込債務とが相殺される。

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

本新株予約権の発行は、取締役の報酬等をもってする払込みと引換えに
行う新株予約権の発行であり、当該新株予約権の行使に際してする金銭
の払込み又は財産の給付を要しないものとする。

権利行使期間 2021年６月18日から
2031年６月17日まで

行使の条件 （注）

役員の
保有状況

（監査等委員及び社外取
締役を除く ）
取締役

　

新株予約権の数　　1,149個

目的となる株式数　114,900株

保有者数　　　　　　２名

取締役
（監査等委員）

新株予約権の数　　　176個

目的となる株式数　17,600株

保有者数　　　　　　２名

(２) 新株予約権等の状況
①　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況
（2022年12月31日現在）

(注) 新株予約権の主な行使条件
１．本新株予約権の割当てを受けた者以外の者は本新株予約権を行使することはできない。
２．権利者は、2023年12月期の会社の損益計算書上の営業利益（単体）が以下の各号に定める条件を

満たす場合に限り、当該各号に掲げる個数の本新株予約権を行使することができる。この場合にお
いて、当該各号に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる
場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものと
する。
１）400,000千円を超える場合

割当てを受けた本新株予約権の総数の100％
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２）200,000千円を超え、400,000千円以下の場合
割当てを受けた本新株予約権の総数の50％

３．2023年12月期の会社の損益計算書上の営業利益（単体）に関して、上記１又は２の目標数値を下
回った場合、2023年12月期に係る有価証券報告書を会社が金融商品取引法に基づき提出した日を
もって、行使可能とならなかった本新株予約権は全て消滅する。

４．上記２及び３に関して、参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に
相当する指標で別途参照すべきものを取締役会において合理的に定めるものとする。

５．権利者は、2023年12月31日時点において、会社の取締役の地位にあることを要する。ただし、取
締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

６．権利者は、次のいずれかの事由に該当した場合には、本新株予約権を行使することができない。但
し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
１）権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
２）権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
３）権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
４）権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役

員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、会社
の書面による事前の承認を得た場合を除く。

５）権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
６）権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処

分を受けた場合
７）権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小

切手が不渡りとなった場合
８）権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった

場合
９）権利者が本要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合

７．本新株予約権の行使は、別途定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた
本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りで
ない。

８．本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各本新株予約権の一部の行使は認められ
ないものとする。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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会社における地位
及び担当 氏名 重要な兼職の状況

代表取締役社長CEO 濵　暢宏 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ　取締役

取締役CFO兼CAO 原田　実 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ　代表取締役
取締役執行役員
営業本部長兼
新規事業本部長

成田　徹 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ　取締役

取締役
（監査等委員）
監査等委員会委員長

西　康宏 MySkin株式会社　代表取締役
TAK-Circulator株式会社　代表取締役

取締役
（監査等委員） 渡邊　龍男

株式会社オールアバウト　常勤監査役
株式会社オールアバウトライフマーケティング　監査役
株式会社星野　社外取締役
株式会社インターネットインフィニティー　監査役
株式会社セルム　社外取締役
株式会社ORJ　社外取締役

取締役
（監査等委員）

江口　真理恵
（現姓：坂口）

祝田法律事務所　弁護士
株式会社サイゼリヤ　社外取締役（監査等委員）

(３) 会社役員の状況
①　取締役の状況（2022年12月31日現在）

(注) １．取締役（監査等委員）西康宏氏、渡邊龍男氏及び江口真理恵氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員）西康宏氏は、複数の上場会社でCFOを務めた経験を有しており、財務及び会

計に関する相当程度の知見を有しております。
３．取締役（監査等委員）江口真理恵氏は、弁護士として企業法務に関する相当程度の知見を有してお

ります。
４．当社は、取締役（監査等委員）西康宏氏、渡邊龍男氏及び江口真理恵氏を東京証券取引所の定めに

基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査

を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定し
ておりません。

②　責任限定契約の内容の概要
　当社と各監査等委員である取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額として
おります。
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③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と
の間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役全員であり、
被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務の執行に
関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることの
ある損害が塡補されることとなります。

④　取締役の報酬等
イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年３月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内
容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじ
め決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の
内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合
していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認してお
り、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）のうち、業務執行取締役の報酬は、固
定報酬としての基本報酬、業績連動報酬および株式報酬型ストック・オプションから
構成されております。
　また、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の経営に対する
独立性に鑑み、原則として基本報酬のみとしております。
　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容の概要は、次のとおりで
す。
ａ．基本報酬に関する方針

　基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当
社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものと
します。

ｂ．業績連動報酬等に関する方針
　業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため各事業年度
の利益計画の達成を図るとともに、事業の拡大・成長を推進するため、各事業年度
の連結営業利益または単体営業利益の目標達成度に応じて算出された額を賞与とし
て毎年、一定の時期に支給するものとします。連結営業利益または単体営業利益の
額は、業績連動報酬控除前の連結営業利益または単体営業利益に基づくものとしま
す。目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会
の答申を踏まえた見直しを行うものとします。
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区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 業績連動

報酬等
非金銭
報酬等

取締役 58,126 50,487 － 7,639 3

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

20,070
（20,070）

18,900
（18,900）

－
（－）

1,170
（1,170）

3
（３）

合計
（うち社外役員）

78,196
（20,070）

69,387
（18,900）

－
（－）

8,809
（1,170）

6
（３）

ｃ．非金銭報酬等に関する方針
　株式報酬型ストック・オプションは、取締役が当社の株価上昇によるメリットと
株価下落によるリスクを株主と共有することにより、企業価値向上に対する意欲や
士気を一層高めることを目的として支給するものとします。

ｄ．報酬等の割合に関する方針
　業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連
する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名・報酬
委員会において検討を行います。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重
し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内
容を決定することとします。

ｅ．報酬等の付与時期や条件に関する方針
　基本報酬は月例支給とし、業績連動報酬は毎年一定の時期に支給するものとしま
す。

ｆ．報酬等の決定の委任に関する事項
　個人別の報酬額については、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申の内容に従っ
て取締役会で取締役個人別の基本報酬および業績連動報酬を決定することとしま
す。

ｇ．上記のほか報酬等の決定に関する事項
　該当事項はありません。

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額

(注) １．取締役の金銭報酬の額は、2016年３月25日開催の第12回定時株主総会において、取締役（監査等
委員を除く）について年額270,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。当該株主総会終
結時点の取締役（監査等委員を除く）員数は４名）、取締役（監査等委員）について年額40,000千
円以内（当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）員数は３名）と決議しております。
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２．2021年３月26日開催の第17回定時株主総会において、対象取締役４名に対して、株式報酬型スト
ック・オプションとしての新株予約権の付与を決議しており、その報酬額は、2021年12月期から
2023年12月期までの３年間の報酬等として60,000千円以内（取締役（監査等委員を除く）2名に
対し52,000千円以内、取締役（監査等委員）２名に対し8,000千円以内）としております。上記の
非金銭報酬等の総額には、当事業年度における費用計上額を記載しております。

３．業績連動報酬等にかかる業績指標は、職位別に決定しており、連結営業利益又は当社単体の営業利
益であり、その実績はそれぞれ191,275千円、191,303千円であります。当該指標を選択した理由
は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるとともに、事業の拡大・成長を推進するためで
あります。

ハ．社外役員が親会社又は親会社の子会社から受けた役員報酬等の総額
　該当事項はありません。

⑤　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係（2022年12月

31日現在）
・取締役（監査等委員）西康宏氏は、MySkin株式会社代表取締役、TAK-Circulator

株式会社代表取締役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありませ
ん。

・取締役（監査等委員）渡邊龍男氏は、株式会社オールアバウト常勤監査役、株式会
社オールアバウトライフマーケティング監査役、株式会社星野社外取締役、株式会
社インターネットインフィニティー監査役、株式会社セルム社外取締役、株式会社
ORJ社外取締役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）江口真理恵氏は、祝田法律事務所所属弁護士、株式会社サイ
ゼリヤ社外取締役（監査等委員）であります。当社と各兼職先との間には特別の関
係はありません。
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出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役（監査等委員）
西　　康宏

当事業年度に開催された取締役会14回、監査等委員会13回全てに出席いたしました。過去に複
数の上場会社の役員を務めており、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、適宜
発言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員長として、客観的・中立的立場で当社の
役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。

取締役（監査等委員）
渡邊　龍男

当事業年度に開催された取締役会14回、監査等委員会13回全てに出席いたしました。主に他の
上場会社役員としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、適宜発言を行っております。また、指
名・報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決
定過程における監督機能を担っております。

取締役（監査等委員）
江口　真理恵

当事業年度に開催された取締役会14回、監査等委員会13回全てに出席いたしました。企業法務
に精通した弁護士としての見地から、適宜発言を行っております。また、コーポレート・ガバナ
ンスに関する知見および経験から、当社の経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見
をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上へ寄与していただいております。

ロ．当事業年度における主な活動状況

(注)　上記の取締役会のほか、会社法第370条 、及び当社定款第23条の定めに基づき、取締役会決議があっ
たものとみなす書面決議が５回ありました。
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報酬等の額（千万円）
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 27,000

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 27,000

(４) 会計監査人の状況
①　名称

EY新日本有限責任監査法人

②　報酬等の額

(注) １．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会
計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出
根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額につ
いて同意の判断をいたしました。

３．当社は、上記報酬の額以外に、当事業年度において前事業年度に係る追加報酬として3,000千円を
支払っております。

③　非監査業務の内容
　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判
断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を
決定いたします。
　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当
すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたしま
す。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総
会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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科目 金額 科目 金額

（資産の部）

流動資産

現金及び預金

売掛金

商品

前払費用

その他

貸倒引当金

固定資産

有形固定資産

建物

その他

無形固定資産

投資その他の資産

投資有価証券

長期前払費用

長期未収入金

繰延税金資産

その他

貸倒引当金

　

2,585,725

1,449,572

817,290

79,000

247,456

3,439

△11,033

353,898

38,580

8,019

30,560

3,001

312,316

247,546

307

188,499

30,622

33,838

△188,499

　

（負債の部）

流動負債 2,005,388

買掛金 875,180

短期借入金 500,000

１年内返済予定の長期借入金 91,634

未払金 498,616

未払法人税等 13,673

その他 26,284

固定負債 10,170

資産除去債務 10,170

負債合計 2,015,559

（純資産の部）

株主資本 890,503

資本金 908,009

資本剰余金 1,245,157

利益剰余金 △1,135,006

自己株式 △127,657

新株予約権 33,560

純資産合計 924,064

資産合計 2,939,623 負債純資産合計 2,939,623

連 結 貸 借 対 照 表
（2022年12月31日現在）

（単位：千円）

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

（2022年 1 月 1 日から
2022年12月31日まで）

科目 金額

売上高 8,531,068
売上原価 4,265,606
売上総利益 4,265,461
販売費及び一般管理費 4,074,186
営業利益 191,275
営業外収益 7,603

受取利息 2
助成金収入 1,680
貸倒引当金戻入 5,479
その他 440

営業外費用 196,882
支払利息 2,336
持分法による投資損失 186,209
投資事業組合運用損 8,298
その他 37

経常利益 1,996
特別利益 44,908

投資有価証券売却益 21,293
新株予約権戻入益 6,935
持分変動利益 16,680

特別損失 10,035
投資有価証券評価損 10,035

税金等調整前当期純利益 36,869
法人税、住民税及び事業税 9,938
法人税等調整額 712
当期純利益 26,218
親会社株主に帰属する当期純利益 26,218

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

科目 金額 科目 金額

（資産の部）

流動資産

現金及び預金

売掛金

商品

前払費用

その他

貸倒引当金

固定資産

有形固定資産

建物

工具、器具及び備品

無形固定資産

ソフトウエア

投資その他の資産

投資有価証券

関係会社株式

長期前払費用

繰延税金資産

長期未収入金

その他

貸倒引当金

　

2,488,485

1,352,332

817,290

79,000

247,589

3,306

△11,033

299,018

38,580

8,019

30,560

3,001

3,001

257,436

84,239

108,427

307

30,622

188,499

33,838

△188,499

　

（負債の部）
流動負債 2,005,208

買掛金 875,180

短期借入金 500,000

１年内返済予定の長期借入金 91,634

未払金 498,616

未払法人税等 13,493

未払消費税等 19,104

預り金 3,099

前受収益 964

その他 3,116
固定負債 10,170

資産除去債務 10,170

負債合計 2,015,379
（純資産の部）
株主資本 738,563
資本金 908,009
資本剰余金 847,230
　資本準備金 847,230
　利益剰余金 △889,019
その他利益剰余金 △889,019

　　繰越利益剰余金 △889,019
　自己株式 △127,657
新株予約権 33,560

純資産合計 772,123
資産合計 2,787,503 負債純資産合計 2,787,503

貸　借　対　照　表
（2022年12月31日現在）

（単位：千円）

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

（2022年 1 月 1 日から
2022年12月31日まで）

科目 金額

売上高 8,531,068
売上原価 4,265,606
売上総利益 4,265,461
販売費及び一般管理費 4,074,158
営業利益 191,303
営業外収益 7,603

受取利息 2
助成金収入 1,680
貸倒引当金戻入 5,479
その他 440
営業外費用 10,669

支払利息 2,336
投資事業組合運用損 8,298
その他 34
経常利益 188,236
特別利益 28,228

投資有価証券売却益 21,293
新株予約権戻入益 6,935
特別損失 10,035

投資有価証券評価損 10,035
税引前当期純利益 206,429
法人税、住民税及び事業税 9,758
法人税等調整額 712
当期純利益 195,958

損　益　計　算　書

（単位：千円）

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 工 藤  雄 一
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 清 水 　 幹 雄

独立監査人の監査報告書
2023年２月24日

株式会社ワイヤレスゲート
取締役会　御中

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ワイヤレスゲートの2022年１月１日から
2022年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、株式会社ワイヤレスゲート及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法
人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における
取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払
うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査報告
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計
すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した

監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事
項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計
算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監
査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査
人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するため
にセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 工 藤  雄 一
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 清 水 　 幹 雄

独立監査人の監査報告書
2023年２月24日

株式会社ワイヤレスゲート
取締役会　御中

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ワイヤレスゲートの2022年１月１
日から2022年12月31日までの第19期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における
取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類に係る会計監査人の監査報告

－ 38 －
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と 、 計 算 書 類 等 の 利 用 者 の 意 思 決 定 に 影 響 を 与 え る と 合 理 的 に 見 込 ま れ る 場 合 に 、
重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した

監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適
切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するため
にセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2022年１月１日から2022年12月31日までの第19期事業年度における取締役の
職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内
容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等から
その構築及び運用について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、
下記の方法で監査を実施しました。

①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門との連携の上、重
要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応
じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社
については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社
から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針については、取締役会そ
の他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則
第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告

－ 40 －
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監査等委員会の監査報告

株 式 会 社 ワ イ ヤ レ ス ゲ ー ト 　 監 査 等 委 員 会
監 査 等 委 員 長 西 　 康 宏  ㊞
監 査 等 委 員 渡 邊 龍 男  ㊞
監 査 等 委 員 江 　 口 　 真 理 恵  ㊞

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら
れません。

④　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本
方針は相当であると認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年２月24日

(注) 監査等委員西康宏、渡邊龍男、及び江口真理恵は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規
定する社外取締役であります。

以　上
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ウェブサイトのご案内

ウェブサイトのご案内

当社ウェブサイトでは、さまざまな企業情報やIR
関連情報をリアルタイムでお届けしています。
また、サービスに関する情報についても掲載して
おりますので、ぜひご覧ください。

ワイヤレスゲート 検索

https://www.wirelessgate.co.jp/

ＩＲサイトのご紹介
　https://www.wirelessgate.co.jp/ir/

より詳細な財務情報をお求めの株主の皆様は、当社IRサ
イトをご確認ください。
決算短信や有価証券報告書等、IRに関する情報を提供し
ています。（メール配信サービスのご登録も可能です）

－ 42 －
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裏表紙

株主総会会場ご案内図

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

７番出口

日比谷通り

東京高速道路

Ａ２出口

日比谷口

１Ａ出口
都営浅草線 新橋駅

都営三田線 内幸町駅

ゆりかもめ 新橋駅

JR 新橋駅

至浜松町

烏森口

みずほ銀行
新橋支店

日比谷シティ

マクドナルド

汐留口
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至有楽町SL広場

日比谷公園

東
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新
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駅
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り

第一ホテル東京

東京都港区新橋一丁目２番６号
第一ホテル東京　４階「プリマヴェーラⅡ」会

場
※開催場所が昨年と異なりますので、お間違えのないようお願い申しあげます。

交
通

JR 新橋駅 より徒歩約５分日比谷口

都営三田線 内幸町駅 より徒歩約６分Ａ２出口

東京メトロ銀座線
都営浅草線 新橋駅 より徒歩約３分７番出口

ゆりかもめ 新橋駅 より徒歩約８分１Ａ出口


